
訪問リハビリテーションにおける、事業所の医師の診療にかかる取り扱いについて

訪問リハビリテーションは、病院、老健、訪問看護ステーションから行っていま

す 

訪問リハビリテーションの提供にあたっては、各事業所の医師や別の医療機

関の計画的医学管理を行う医師が利用者を診察し、リハビリテーション計画を

立て、それに基づきリハビリテーションの指示を出すことが原則となっています 
 
 

※1 利用者宅を訪問して行うものの他、利用者が事業所を訪れて行うもの 

※2 詳細な指示（実施上の留意点、負荷量、中止基準、目的等）をお願い 

   します 
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